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（7） 6・5・1（7）

日
①
毎
週
月
曜
日
、
第
4
土
曜
日
②
第
2
・
第
4
木
曜
日　
時
①
午
前
10
時
～
②
午
後
2
時
～　
場
①
地
域
振
興
プ
ラ
ザ
②
ふ
れ
ん
ど
平
尾　
費
1
千
円　
先
問
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー　
☎
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・
2

2

1

2

日
5
月
9
日（
木
）　
時
午
前
10
時
～
午
後
３
時　
定
５
人（
申
込
先
着
順
）※
お
子
さ
ん
の
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不
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裁
縫
道
具
、
定
規　
費
2
千
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申
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5
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先
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シ
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2
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1
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ス
マ
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パ
ソ
コ
ン
ひ
ろ
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も
相
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会
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布
ぞ
う
り
講
習
会

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

市
デ
ジ
タ
ル
デ
バ
イ
ド
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対
策
事
業

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
教
室

対
市
内
在
住
で
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

を
お
持
ち
の
方

日
時
場
下
表
参
照

定
各
10
人（
申
込
先
着
順
）

内
〇
初
め
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の
ス
マ
ホ
講
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＝
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的
な
使
い
方

〇
Ｌ
Ｉ
Ｎ
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等
ア
プ
リ
応
用
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座

＝
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
等
ア
プ
リ
の
詳
し
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使
い
方

〇
ス
マ
ホ
相
談
会
・
常
設
ス
マ
ホ

相
談
会
＝
困
っ
た
事
・
分
か
ら
な

い
事
の
相
談

持
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

申
電
話〔
5
月
2
日（
木
）〜
〕

限
各
開
催
日
の
5
日
前

主
稲
城
市

先
問
シ
ル
バ
ー
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材
セ
ン
タ
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☎
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・
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2

ス
マ
ホ･

パ
ソ
コ
ン
教
室

　
詳
細
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パ
ソ
コ
ン
教
室
」
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
電
話
、
申
し
込
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フ
ォ
ー
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下
記
参
照
）

先
問
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ル
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ー
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材
セ
ン
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ー　
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2

子
供
書
道
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室

対
小
学
4
〜
6
年
生

日
時
◯
毎
週
火
曜
日
午
後
3
時
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分
〜
5
時
30
分
◯
毎
週
水
曜
日
午

後
3
時
〜
5
時

※
い
ず
れ
か
を
選
択

定
各
7
人（
申
込
先
着
順
）

費
月
額
3 

0 

9 

9
円

申
窓
口〔
5
月
2
日（
木
）〜
〕

場
先
問
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー　

☎
377
・
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2 
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2

入
会
説
明
会

対
市
内
在
住
の
60
歳
以
上
で
働
く

意
欲
が
あ
る
方

日
①
5
月
9
日（
木
）・
10
日（
金
）

②
5
月
31
日（
金
）　

時
午
後
1
時
30
分
〜　

場
①
地
域
振
興
プ
ラ
ザ
②
ｉ
プ
ラ

ザ　申
電
話　

先
問
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー　

☎
377
・
2 

2 

1 

2

5月1日～5月31日
相談の種類（相談員） 相談内容 相談日 時間 予約・問い合わせ

① 法律相談（弁護士）
離婚・遺産相続・土地家屋の
賃借問題・金銭の貸し借り・
自己破産等

2日(木)・7日(火)・
9日(木)・12日（日）・
16日(木)・21日（火）・
23日（木）・28日(火)

午前9時～正午

市民協働課
予約専用電話
☎378－2286
（受付時間＝午前8時
30分～正午、午後1
時～5時）
▷予約期間
①～⑤＝相談日の2
週間前から予約
⑥⑦⑨＝前日までに
予約
⑧＝相談日の2週間
前までに予約
⑩～⑫＝予約随時

②
不動産の相続、贈与等の登記相
談（東京司法書士会多摩支部会
員）

土地建物の名義変更等の登記
等 9日(木)

午後1時30分～4時30分③
不動産相談（東京都宅地建物取
引業協会府中稲城支部会員、東
京都不動産鑑定士協会会員）

不動産の契約更新・立ち退き
料・家賃値上げ・土地の価格
・不動産の売買等

8日(水)・22日(水)

④
遺言書作成などくらしの書類
作成相談（東京都行政書士会府
中支部会員）

離婚・相続・遺言・契約等の
書類作成、手続き等 21日（火）

⑤ 税務相談（東京税理士会日野支
部会員） 相続税・贈与税・所得税等 2日（木）・16日（木） 午後1時30分～5時10分

⑥ 行政相談（総務省行政相談委員）国や独立行政法人の仕事に対する疑問・苦情等 14日（火）
午後1時30分～4時30分

⑦ 人権・身の上相談（法務省人権
擁護委員）

夫婦・家族の不和や近所トラ
ブル、人権侵害等 17日（金）

⑧ 住宅リフォーム相談（稲城市住
宅リフォーム協議会会員）　

住まいの修繕、増改築等リフ
ォーム

1日（水）予約終了
6月5日(水) 午前9時～11時40分

⑨ 女性の悩み相談（女性の悩み相
談員）

夫婦・家族との関係、子育て
・職場の悩み等

1日（水）・15日（水）・
25日（土）

午前10時～午後1時、
午後2時～4時

⑩ 交通事故相談（弁護士） 損害賠償・示談・保険手続き
等 14日（火） 午前9時～11時30分

⑪ 学校アドボカシー（元稲城市立
中学校校長）

子どもの学校教育に関わる疑
問や悩み 20日（月）・27日（月） 午後1時～5時

⑫ 病院アドボカシー（病院アドボ
カシー相談員）

市立病院を利用する患者やそ
の家族の要望や不安

平日の月・火・木（相談
員の都合で変更有り） 午前9時～正午

⑬ 消費生活相談（消費生活相談員）不当請求・訪問販売・消費者トラブル等
平日毎日
※来所は消費生活センタ
ーへ、電話相談も可

午前9時30分～正午、
午後1時～3時30分

消費生活センター相
談室（百村2111）
☎378－3738

⑭ 年金相談（年金相談員） 老齢年金・障害年金等の受給
資格や請求等

平日毎日
※第2・4水曜日は平尾出
張所でも実施（祝日を除く）

午前9時～正午、午後1
時～4時

保険年金課年金係
※予約不要

⑮ 福祉全般とくらしの相談（自立
相談支援員）

福祉全般・仕事・お金・健康
・生活等について幅広い相談
（訪問・同行応相談）

平日毎日 午前8時30分～午後5時
生活福祉課地域福祉
係福祉くらしの総合
窓口

⑯ 心配ごと相談（民生委員） 生活での困り事・悩み事 第1・3水曜日 午前10時～正午
福祉センター（百村7）
☎378－3366
⑯＝予約不要
⑰⑱＝予約随時

⑰ 高齢者・障害者のための法律相
談（弁護士）

遺産・遺言・権利・財産侵害
・成年後見等 第3水曜日 午後1時30分～3時30分

⑱ ひとり親家庭カウンセリング相
談（心理カウンセラー） 母子・父子家庭の心の悩み 第2・4土曜日 午後1時～4時

No.130

スマートフォン教室
講座名 会場 日程 時間

初めてのスマホ講座 第二文化センター 6月20日（木）

午前10時～正午LINE等アプリ応用講座
地域振興プラザ 5月16日（木）
ⅰプラザ 5月31日（金）
第四文化センター 6月4日（火）
第三文化センター 6月14日（金）

スマホ相談会（1部・2部とも同内容）

地域振興プラザ 5月16日（木）
〇1部＝午後1時～2時
〇2部＝午後2時～3時

ⅰプラザ 5月31日（金）
第四文化センター 6月4日（火）
第三文化センター 6月14日（金）
第二文化センター 6月20日（木）

常設スマホ相談会（申し込み不要） 地域振興プラザ 毎週月曜日（祝日を除く） 午前10時～正午

くらしの情報
消費生活センター（百村2111）　☎378－3738

（月～金曜日、祝日を除く）

相談事例1　保護者名義アカウントのタブレットを小学生に
使用させていた。少額の課金の希望があり、その程度なら
と思いクレジットカード番号を入力した。すると次々と課金
してしまったようで知らぬ間に合計額が約20万円になって
しまった。
相談事例2　古いスマホを自宅のWi-Fiにつなげて遊ばせる
ために、保護者のアカウントを小学生の息子へ渡していた。
指紋認証をしないと課金はできない設定であるが、ログイ
ン時に息子は自分の指紋も追加登録し、指紋認証で課金し
てしまった。
相談事例3　中学生の息子が、息子名義のスマホで1年間に
渡って約55万円のゲーム課金をしていたことが判明した。
以前、違う目的でクレジットカード番号を登録したことが
あったので課金できてしまったようだ。
アドバイス
○保護者のスマホやタブレットで遊ばせる場合は、保護者
のアカウントはログオフしましょう。古いスマホでも同様です。
○子どもに使わせる場合は子どものアカウントを作成し、
ペアレントコントロール機能を利用し、保護者が管理しま
しょう。課金を承認制に設定することも可能です。
○子どものアカウントに一度登録したクレジットカード情報
は残らないよう削除しましょう。キャリア決済の利用上限額
の設定にも気を付けてください。
○民法では、未成年者が保護者の同意なく契約した場合は
取り消すことができます。ただし、保護者のアカウントで決
済された場合は、アカウントの所有者が決済したと見なさ
れる場合があります。
○子ども自身が適切にゲームと付き合えるように子どもと
一緒に行う対策も重要です。仕組みについて一緒に確認し、
ルールを決めましょう。
� （消費生活相談員）

保護者の注意が必要です！
子どものオンラインゲーム無断課金
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住
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イ
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営
住
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・
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